
再処理工場のウラン試験時に発生が予想されるトラブル等とその対応（Ｎｏ．７－１０） 

 

 件   名 
 

 

作業員の確認不足による機器の破損 

事象の概要 
 

 

（１）発生場所：機器 ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋：脱硝皿 

 

（２）発生の状況 ウラン試験中（ウラン粉末移送中） 

 

（３）概要 

 

脱硝皿取扱装置の状態確認のため、脱硝粉末体が入った脱硝皿を移動し、脱硝皿取扱装置

の再起動の位置に脱硝皿を上昇させようと昇降機を作動させたところ、脱硝皿がずれた位置

にあり、機器(リミットスイッチ)と脱硝皿が干渉し、脱硝皿が破損したことにより脱硝粉末体がグ

ローブボックス内に飛散 

 事象による影響 
 

 

（１）工場外への影響 工場外への影響は生じない。 
ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備が稼働しているグローブボックス内での事象及びそれに伴

う復旧作業であり、放射性物質の放出等の工場外への影響は生じない。 

 

（２）安全性への影響 安全上の問題は生じない。 
脱硝皿の破損によりウラン・プルトニウム混合脱硝設備が停止するため、これ以上の事象の進展はな

く、安全上の問題は生じない。 

 

（３）作業員への影響 作業員への影響は生じない。 
脱硝皿の復旧はグローブボックス内での作業であり、作業員への影響は生じない。 

 

（４）他工程への影響 上流の工程の運転に影響が生じる。 
破損した脱硝皿の復旧を行うのに時間を要する場合は、当該設備が影響を受けるが、脱硝工程は２系

列あるため、下流の工程に影響なし。上流の工程である精製等の影響については、脱硝、精製の中間

貯槽等の液量を確認し運転継続の判断をする。 

 

（1） 脱硝皿の移動を行う。 

 

（2） 飛散した粉末の回収を行い、リミットスイッチの状況の確認、必要に応じて定められた

保修手順に従い保修を行う。 

 

（3） 補修後の脱硝皿でのリミットスイッチ作動確認を行う。 

 

 対応の概要 

（4） 

 

予備品の脱硝皿について所定の手続き及び検査を実施したのち工程にセットし、脱硝

工程の運転を再開する。 

公表区分 翌平日に公表（ホームページへ掲載） 

 （a）運転継続しながら復旧 

 （b）運転系統を切り替えて復旧 

 （c）当該機器を停止して復旧 

○ （d）当該設備を停止して復旧 

 対応区分 

○ （e）影響範囲の設備を停止 

 

国際評価尺度 

（INES）のレベル 

 

日本原燃に 

よる評価：レベル０以下 
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事象概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

4115A-M23
粗砕機A昇降機

4115A-M15
脱硝皿取扱装置A

4115A-M22
粗砕機A

4115A-M24
粉体移送機A

4115A-M25
粉体移送機A昇降機

干渉(破損)

 
 

 

 

 

・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備　等

・分離設備
・分配設備　等

・高レベル廃液
  ガラス固化設備　等

・ウラン精製設備
・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ精製設備　等

・ウラン脱硝設備　等

・ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合
     脱硝設備　等

前処理建屋 分離建屋 精製建屋

高レベル廃液
ガラス固化建屋

ウラン脱硝建屋

ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋

燃料せん断片の
溶解

ガラス固化体

核分裂生成物
の分離

ｳﾗﾝとﾌﾟﾙﾄﾆ
ｳﾑの分離

ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑの精製

ｳﾗﾝの精製

製
品
貯
蔵

製
品
貯
蔵

使用済燃料受入れ
・貯蔵建屋

使
用
済
燃
料

・使用済燃料貯蔵
  プール 　等

低レベル廃棄物
処理建屋

低レベル廃液
処理建屋

分析建屋

制御建屋

非常用電
源建屋

・非常用ディーゼ
　ル発電機　等

・低レベル廃液
  処理設備　等

・低レベル固体廃棄物
  処理設備　等

ドラム缶

・中央制御室　等 分析試料

・分析設備　等

主排気筒

 

 

２ ３ ４ ５ ６ ７ 

 

 

（レベル２以下は工場外への影響はない） 放射性物質の外部放出 

放射性物質による汚染、被ばく等 

運転制限範囲からの逸脱等 

工場内へ 
の影響 

多重防護
の劣化 

工場外へ 
の影響 

１ ０以下 

脱硝皿取扱装置 

リミット 

スイッチ 

 

粗砕機昇降機
粉体移送機 

昇降機 

脱硝皿が所定の位置ではない状態の時

に昇降機を上昇させ、所定の位置にない

脱硝皿を持ち上げリミットスイッチと干渉 

 

粉体移送機

 

粗砕機 


